
①施設利用料金（１日当たり）

※空床利用型ユニット型個室をご利用の場合

※2割負担の方は①②において2を乗じた額が、3割負担の方は3を乗じた額が利用料金になります。
※所得に応じて③食費④居住費の負担限度額が設けられ負担が軽減されます。
※保険単位(1単位10.33円)を基に小数を含む算定を行う為、実際の料金とは多少の誤差が生じる場合があります。

◯緊急時の対応

・事故発生時は家族・関係機関へ連絡し、必要な処置を講じます。

・災害・感染症発生時には、事業継続計画に基づき安全確保に努めます。

◯虐待防止・権利擁護

　職員研修を定期的に実施し、虐待防止に努め、苦情や相談を受け付ける窓口を設置しています。

○施設の苦情窓口

○行政機関その他の苦情相談窓口

代表者 理事長　木村稔子 管理者 施設長　木村武志

ショートステイサービスみどりの風鶴ヶ島　重要事項

運営法人 社会福祉法人 稲穂の道 施設名 ショートステイサービスみどりの風鶴ヶ島

所在地 鶴ヶ島市上広谷543番1 所在地 鶴ヶ島市上広谷543番1

電話番号 049-299-6056 電話番号 049-299-6056

定　員 　１２名　（４人室３室）　他、特別養護老人ホーム定員140名以内の空床利用

運営の理念
「世のため人のために喜びをつくる」を理念に、「暮らしたいと思えるしあわせなあったかい我が家」を実現す
るべく、新しい福祉の発信地として皆様のお役に立てるよう努力して参ります。

主な提供サービス ・食事　・入浴　・排泄援助　・健康管理　・機能訓練　・栄養管理等

主な職員配置
（常勤換算）

施設長１名、生活相談員１名以上、介護支援専門員１名(兼務)、介護職員４名以上、看護職員３名以
上(兼務)、機能訓練指導員１名(兼務)、医師１名(非常勤)、管理栄養士１名、事務職員１名以上

ｻｰﾋﾞｽを提供する
主たる実施地域

（通常の送迎実施地
域）

鶴ヶ島市、坂戸市、及び川越市北西部(栄･竹野･下広谷･広谷新町･下小坂･小堤･鯨井･鯨井新田･天
沼新田･上戸･上戸新町･的場･的場新町･吉田･吉田新町･霞ヶ関北･霞ヶ関東･川鶴･かわつる三芳野･
伊勢原町の地区)

協力病院

　○社会医療法人社団 新都市医療研究会[関越]会 ／ 鶴ヶ島市脚折145-1
　○栄クリニック　／　坂戸市日の出町16-45
　○医療法人眞美会 麻見江ホスピタル ／ 比企郡鳩山町大橋1066
　○若葉駅前メンタルクリニック ／ 鶴ヶ島市藤金852-16ｽﾃｰｼｮﾝﾃﾗｽ若葉101
　○医療法人若葉会 若葉病院　／　坂戸市戸宮609
  ○医療法人社団慈悠会 坂戸訪問診療所 ／ 坂戸市日の出町8-13
　○小仙波デンタルクリニック ／ 川越市小仙波町3-21-12

※常勤換算：職員それぞれの月あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定
　労働勤務時間数（例：週40時間、30日の月は、168時間）で除した数です。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

②加算　送迎加算 190円　／　機能訓練体制加算12円　／　ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算Ⅱ 19円（多床室の場合のみ）
　　　　介護職員等処遇改善加算Ⅰ(全算定単位数の1000分の140)

623円 694円 770円 842円 913円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

727円 797円 875円 948円 1,020円

③食費 ※１日当たり1,680円

④居住費 ※１日当たり855円　ユニット型個室は2,600円

⑤振替手数料 振替手数料　１回につき80円

鶴ヶ島市介護保険課窓口 049-271-1111(代)

⑥理容 １回2,000円（カットのみの場合）

当施設の苦情受付担当者 生活相談員 049-299-6056

苦情解決責任者 施設長・事務長(補佐) 049-299-6056

苦情解決第三者委員
監事　藤縄 雅啓

監事　藤掛 昇司

埼玉県社会福祉協議会 048-822-1191(代)

埼玉県国保連合会 介護保険課苦情対応係 048-824-2568

川越市福祉部福祉推進課窓口 049-224-5769(代)

坂戸市高齢者福祉課窓口 049-283-1331(代)




